
監 掲 示 第 ８ ４ 号 

 

保税蔵置場許可の承継の承認について 
 

 

 標記のことについて、関税法第４８条の２第６項の規定により、下記のとおり 

公告します。 

 

記 

 

１．承継後の法人の名称及び住所 

  郵船ロジスティクス株式会社（法人番号：４０１０４０１０９０２２２） 

  東京都品川区東品川四丁目１２番４号 

 

２．承継に係る保税蔵置場の名称及び所在地（管轄官署） 

  郵船ロジスティクスつくば株式会社 保税蔵置場 

  茨城県つくば市谷田部字本郷３７３５番地１、３７８４番地、３７８６番地、 

３７８７番地 

（管轄：鹿島税関支署つくば出張所） 

 

３．承継前に許可を受けていた者の名称及び住所 

  郵船ロジスティクスつくば株式会社（法人番号：７０５０００１０１６２０８） 

  茨城県つくば市谷田部３７３５番地の１ 

 

４．承継後の保税蔵置場の名称及び所在地 

  郵船ロジスティクス株式会社 つくばロジスティクスセンター 保税蔵置場 

  茨城県つくば市谷田部字本郷３７３５番地１、３７８４番地、３７８６番地、 

３７８７番地 

 

 

５．承継された許可期間 

  自 令和 ７年 ４月 １日 

  至 令和 ８年 ６月３０日 

 

 令和７年３月１８日 

               横浜税関長        山崎 翼 


